
警察本部 随意契約件数 29 件 金額 214,069,402 円
契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地及び名称 契約金額 随意契約理由及び地方自治法施行令適用条項

1 厚生課

定期健康診断業務委託
契約
（結核検診、肺ガン検診、
胃ガン検診）

平成22年4月14日
大分市大字駄原２８９２番地の１
（財）大分県地域保健支援センター

5,770,030 円

「単価契約」
①経年的に同一検診機関で実施することで過去との比較読影が可
能である。
②胃ガン検診については移動車を使用して、県内各所属での検診が
できる検診機関である。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

単価
胸部Ｘ線間接撮影 714円 間接二重読影 546円
胃部Ｘ線間接撮影 4,090円

2 厚生課

定期健康診断業務委託
契約
（一般検診、指定年齢検
診、船員検診）

平成22年4月14日
大分市大字宮崎１４１５番地
大分県地域成人病検診センター

19,522,083 円

「単価契約」
①過去５年以上継続実施している機関であり過去の検査結果と経年
比較できるなど効果的な検診ができる機関である。
②独自電算計算組織を持ち健康管理事務（受診票・名簿・結果通知
の作成・統計事務等）の処理が可能である。
③県内各所属での巡回検診に対応可能である。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

単価
一般検診

身体計測 1,050円 尿検査 210円 心電図 1,260円 眼底検査
462円 血液検査 3,465円 血清ペプシノゲン検査 2,289円
指定年齢検診

定期健康診断 35,910円 乳房マンモグラフィ 3,150円 ＰＳＡ検査
2,982円
船員検診

診察等 1,890円 検便検査 630円 胸部Ｘ線撮影 861円 文書料
1,050円



警察本部 随意契約件数 29 件 金額 214,069,402 円
契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地及び名称 契約金額 随意契約理由及び地方自治法施行令適用条項

3 厚生課

特別健康診断業務委託
契約
（ＶＤＴ作業従事者検診
等）

平成22年4月14日
大分市大字宮崎１４１５番地
大分県地域成人病検診センター

1,124,109 円

「単価契約」
①過去５年以上継続実施している機関であり過去の検査結果と経年
比較できるなど効果的な検診ができる機関である。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

単価
ＶＤＴ作業（配置前）従事者検診 5,250円 ＶＤＴ作業（配置後）従事
者検診 4,200円
有機溶剤取扱者検診
問診 2,100円 尿中馬尿酸 2,625円 尿中メチル馬尿酸 2,625円
尿中ヘキサンジオン 3,150円 尿中総三塩化物 3,150円
肝機能 1,239円 腎機能 420円 貧血検査 1,470円
騒音業務従事者検診 1,890円
放射線業務従事者検診 2,835円

4 厚生課

特別健康診断業務委託
契約
（白バイ・パトカー乗務員
検診等）

平成22年4月14日
大分市大字宮崎１４１５番地
大分県地域成人病検診センター

5,032,629 円

「単価契約」
①必要な検査項目が１箇所で実施できる唯一の検査機関である。
②年２回の特別健康診断のうち１回目は定期健康診断により、２回
目は本健康診断を実施しており、検査結果は、年間通して比較判断
することの必要性から定期健康診断を契約している同一の検診機関
と契約することが効率的である。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

単価
白バイパトカー乗務員検診

一般検診 8,400円 胃検診 2,289円
管区機動隊要員等検診

一般検診 9,765円 心電図エコー 8,400円 心電図 7,350円
ホルター心電図 15,750円



警察本部 随意契約件数 29 件 金額 214,069,402 円
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5 厚生課
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査業務
委託契約

平成22年4月14日
大分市大字宮崎１４１５番地
大分県地域成人病検診センター

1,390,494 円

「単価契約」
①定期健康診断と同一の機関と契約することにより、血液採取に係
る受診者及び経費の負担が軽減できる。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

単価
Ｂ型肝炎検査 2,152.5円 Ｃ型肝炎検査 2,772円

6 厚生課
警察独身寮管理業務委
託契約

平成22年4月1日
大分市大津町２丁目１番４１号
（財）大分県母子寡婦福祉連合会

11,630,248 円

警察署独身寮において、同署に入居している職員に対し、まかない
等を行う独身寮管理業務である。
福祉的就労促進及び契約内容の履行可能性の観点から、すべて

の条件を満たす母子及び寡婦福祉法第６条第６項に規定する県内
唯一の母子福祉団体である。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号該当

7 広報課
雇用再生被害者支援事
業

平成22年4月1日
大分市大手町３丁目１番１号 公益
社団法人大分被害者支援センター
理事長 金子 進之助

9,700,000 円

公共性の高い被害者支援事業を適正かつ継続的に行うことのできる
団体は他に存在しないため、公益社団法人大分被害者支援センター
と随意契約を行うもの。（地方自治法施行令第１６７条の２第１項２
号）

8 交通規制課
交通規制上申システム保
守委託

平成22年4月1日
福岡市博多区麦野６丁目２７－２５
三球電機株式会社福岡支店 1,031,625 円

左記業者が開発した業務専用ソフトウェアで、他に本委託業務を実
施出来る業者がない。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
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9 交通規制課
自動車保管場所標章印
字機保守委託

平成22年4月1日
大分市大字三芳１２９２－１
テックエンジニアリング株式会社

1,024,800 円

本機器は自動車保管場所標章作成用に製造された特殊な機器
で、県内の取扱業者は１社しかなく、左記業者は大分市内に支所が
あり技術者を常駐させている。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

10 交通規制課
道路交通情報提供業務
委託

平成22年4月1日

東京都千代田区飯田橋１丁目５－
１０
財団法人日本道路交通情報セン

ター

9,095,794

左記業者は、道路の交通に関する情報を提供することにより、道路
における交通の安全と円滑に寄与することを目的に設立され、交通
情報の提供に係る事務を行うのに必要な組織・設備及び能力を有す
ること、公安委員会がみとめる唯一の公益法人であることから、昭和
６３年４月１日から本業務の委託をおこなっているものである。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

11 交通規制課
道路使用許可調査事務
委託

平成22年4月1日
大分市豊町２丁目１番２５号
財団法人大分県交通安全協会

4,712,463

単価契約
道路交通法第１０８条の３１の規定に基づき大分県公安委員会が

指定した「大分県交通安全活動推進センター」に委託するものであ
り、左記業者が同センターとして指定を受けたものである。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

12 交通規制課
自動車保管場所関係事
務委託

平成22年4月1日
大分市大津町３丁目４番１３号
社団法人大分県自家用自動車協

会
9,974,097

単価契約
入札までの二ヶ月間限りの契約を技術技能を有する左記業者に委

託するもの。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
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13 中津警察署 被留置者食糧単価契約 平成22年4月1日
中津市万田５００番地１
有限会社 汽車ポッポ食堂

2,593,800 円

①被留置者の食糧については、警察庁から全国統一単価が示され
ている。この単価で、年間を通じ休みなしでの発注、また、数量も一
定せず突発的な数量変動がある等負担の大きい業務である。中津
市内で、この種業務を受ける業者は汽車ぽっぽ食堂以外になく、ま
た、過去に不誠実な行為はなく契約を履行してきた実績もあり、同社
と随意契約を行ったものである。
②根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当
③契約単価：朝食３７５円、昼食４０２円、夕食４０２円（各１食あたり）

14 日田警察署 被留置者糧食単価契約 平成22年4月1日
お惣菜のやはた
日田市上城内町1番17号

2,996,932 円

警察庁から全国統一単価が示されている。また、休日、祭日等を問
わずいつでも対応しなければならなず、発注数量も一定していないな
ど、負担が大きい契約である。
（地方自治法施行令第167条の２第1項第2号）
契約単価（一食当たり）～朝食375円、昼食402円、夕食402円

15 日出警察署 被留置者賄食単価契約 平成22年4月1日
速見郡日出町大字川崎５９６９－２
５
味処 漁 鈴木はるみ

2,366,842 円

留置人賄料は、警察の留置施設に勾留した被留置者に提供する食
事代でその価格は、警察庁から全国統一で単価が示されている。ま
た委託業務については、被留置者を勾留した時点から業務が発生
し、休日、祝日を問わずにいつでも対応しなければならず、発注数量
も一定していないなど、負担の大きい特異な業務である。契約業者
は過去５年間にわたり本署と契約してきた業者であり、その間不誠実
な行為は一度もなく、確実に契約を履行してきた実績もあることか
ら、同業者と契約を行った。 根拠法
令：地方自治法施行令第167条の２第1項第２項
契約単価（一食当たり）～朝食375円、昼食402円、夕食402円

16 生活安全企画課
風俗営業の営業所の管
理者講習及び調査業務
委託料支払契約

平成22年4月1日
大分市荷揚町５番３６号
（財）大分県防犯協会

4,355,960 円

公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年
の健全な育成を目的として設立された法人であって、風俗営業所の
管理者講習及び調査業務を適正かつ確実に行うことができると認め
られるものを、その申し出により都道府県に一を限って都道府県風
俗環境浄化協会として指定することができる。この指定を受けている
（財）大分県防犯協会でなければ、前記講習や調査業務を行うことが
できない。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
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17 生活安全企画課
メール配信システム等保
守委託契約

平成22年4月1日
大分市大字津留字六本松１９８１番
地の６
鬼塚電気工事（株）

2,028,600 円

左記業者は、「大分県警察電子メール配信システム」「犯罪地図情報
検索システム」等の開発業者であり、独自の手法、手順によりプログ
ラムが構築されておりシステムのノウハウを取得しているので維持管
理できるのは左記業者以外にない。また、既存システムを管理してい
るサーバーは、携帯電話等メール配信という特殊性からセキュリ
ティーの関係上、県庁内に設置できず契約業者のサーバールームに
あり、前記システムはこのサーバーを使用している。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

18 生活安全企画課
警備員指導教育責任者
新規講習、追加取得講習
委託契約

平成22年4月9日
大分市大州浜１丁目９番１８号
（社）大分県警備業協会

1,656,495 円

警備業法に規定された警備員指導教育責任者新規講習、追加取
得講習を実施し、終了後、考査に合格した者だけに警備員指導教育
責任者講習修了証明書を交付する制度である。
当該講習の講師資格については、資格者証の交付を受け、定めら

れた経験年数を有し、講師講習会の課程を修了した者でなければな
らない。この条件を満たし、講習を円滑・適正に実施できるのは左記
協会のみである。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

19 地域課
緊急配備支援システム保
守点検委託

平成22年4月1日
大分市下郡中央３丁目２番８号
日米電子（株）大分営業所

8,820,000 円
緊急配備支援システムは、三菱電機（株）が独自開発した精密機器

であり、保守管理業務については、左記業者に移管されている。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

20 地域課 位置情報通知システム 平成22年4月1日
大分市長浜町３丁目１５番７号
西日本電信電話（株）大分支店

8,003,016 円
緊急通報電話回線は、左記業者のみが保有しているため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
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21 地域課
警察用航空機特殊工具
（機体）の購入

平成22年5月14日
東京都港区芝浦１丁目２番１号
兼松（株）

1,218,152 円

小型双発ヘリコプター アグスタ１０９E型の機体、予備部品、装備
品等の販売については、左記業者が国内唯一の販売代理店である
ため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

22 地域課
警察用航空機補用部品
の購入

平成22年5月14日
東京都港区芝浦１丁目２番１号
兼松（株）

32,573,979 円

小型双発ヘリコプター アグスタ１０９E型の機体、予備部品、装備
品等の販売については、左記業者が国内唯一の販売代理店である
ため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

23 情報管理課
県警統合ネット用サー
バー等借上

平成22年4月1日
福岡市博多区御供所町１番１号
ＮＥＣキャピタルソリューション（株）

1,087,380 円

当システムは現在稼働中のシステムであり、使用する機器について
は、ＮＥＣキャピタルソリューション（株）との賃貸借契約により借用し
ていることから、他の業者と契約するのは金額が割高となることか
ら、現契約業者との再リースの随意契約をするもの。
（地方自治法施行令１６７条の２第１項第７号該当）

24 鑑識課
指紋情報管理システム
リース料

平成22年4月1日

福岡県福岡市博多区御供所町1番
1号西鉄祇園ビル3階
NECキャピタルソリューション株式
会社 九州支社

49,982,184 円

本システムは警察庁と日本電気株式会社との共同開発であり、シス
テム・ソフトに関する排他的権利、特殊技術、アプリケーションソフト
の版権等はすべて同社が保有しているため、他社ではソフトの構築
ができない。鑑定業務は24時間いつでも必要なときに行わなければ
ならず、借上げ機器の撤去・設置・調整等に相当な時間がかかると
犯罪捜査に支障を来すため、システムを継続的に安定した運用を図
るには選定業者との契約締結の必要がある。
地方自治法施行令第167条の２第1項第2号適用



警察本部 随意契約件数 29 件 金額 214,069,402 円
契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地及び名称 契約金額 随意契約理由及び地方自治法施行令適用条項

25 科学捜査研究所
覚せい剤専用ガスクロマ
トグラフ質量分析装置
リース料

平成22年4月1日

福岡県福岡市博多区御供所町1番
1号西鉄祇園ビル3階
NECキャピタルソリューション株式
会社 九州支社

2,150,820 円

本装置は、覚せい剤取締法違反事件において早期に覚せい剤を特
定するなど犯罪捜査で使用する特殊な機器で構成されており、いず
れも受注生産品である。鑑定業務は24時間いつでも必要なときに行
われなければならず、借上げ機器の撤去・設置・調整等に相当な時
間がかかると犯罪捜査に支障を来すため、選定業者との契約締結
の必要がある。 地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

26 科学捜査研究所
X線マイクロアナライザー
装置リース料

平成22年4月1日

福岡県福岡市博多区御供所町1番
1号西鉄祇園ビル3階
NECキャピタルソリューション株式
会社 九州支社

5,783,400 円

本装置は、犯行現場に残された微少資料から犯人に結びつくものを
検索するなど犯罪捜査で使用する特殊な機器で構成されており、い
ずれも受注生産品である。鑑定業務は24時間いつでも必要なときに
行われなければならず、借上げ機器の撤去・設置・調整等に相当な
時間がかかると犯罪捜査に支障を来すため、選定業者との契約締
結の必要がある。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

27 科学捜査研究所
ミクロカラー測定検索シス
テムリース料

平成22年4月1日

福岡県福岡市博多区御供所町1番
1号西鉄祇園ビル3階
NECキャピタルソリューション株式
会社 九州支社

1,457,820 円

本システムは、ひき逃げ事件において早期に逃亡車両の車種特定を
行うなど犯罪捜査で使用する特殊な機器で構成されており、いずれ
も受注生産品である。鑑定業務は24時間いつでも必要なときに行わ
れなければならず、借上げ機器の撤去・設置・調整等に相当な時間
がかかると犯罪捜査に支障を来すため、選定業者との契約締結の
必要がある。 地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用

28 科学捜査研究所
微量薬物分析装置リース
料

平成22年4月1日

福岡県福岡市博多区御供所町1番
1号西鉄祇園ビル3階
NECキャピタルソリューション株式
会社 九州支社

5,846,400 円

本装置は、殺人・変死や毒物混入事件において早期に使用した薬物
を特定するなど犯罪捜査で使用する特殊な機器で構成されており、
いずれも受注生産品である。鑑定業務は24時間いつでも必要なとき
に行われなければならず、借上げ機器の撤去・設置・調整等に相当
な時間がかかると犯罪捜査に支障を来すため、選定業者との契約締
結の必要がある。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号適用



警察本部 随意契約件数 29 件 金額 214,069,402 円
契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地及び名称 契約金額 随意契約理由及び地方自治法施行令適用条項

29 警務課
警察官採用募集用パンフ
レット等作製委託

平成23年1月5日
大分市大字下郡３０５５番地の８
三恵印刷株式会社
代表取締役 高 井 道 晴

1,139,250 円

受験者の増加を図り優秀な人材を確保するために、質の高いパンフ
レット等を作成し、幅広い広報活動を行う必要があり、広報活動は受
験対象者や家族等一般大勢の人達に向けて行うものであり、警察本
部が求めるコンセプト等を兼ね備えたものを選定するため提案競技
による随意契約を行うもの。（地方自治法施行令第１６７条の２第１項
２号）


